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◎新潟県告示第1176号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用配分計

画を次のとおり認可した。 

令和３年10月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 農用地利用配分計画の概要 

市町村 賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地 

新発田市 １者 本間新田長峯774番ほか２筆 0.2ha 

五泉市 １者 中川新上ノ平1377番ほか18筆 2.0ha 

見附市 １者 杉澤町五十刈118番ほか３筆 0.5ha 

南魚沼市 １者 一村尾3713番 0.4ha 

十日町市 ２者 鶴吉293番１ほか15筆 2.2ha 

佐渡市 ２者 上川茂321番ほか16筆 2.1ha 

合 計 ８者 60筆 7.4ha 

２ 認可年月日 

 令和３年10月29日 


